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平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和７年７月号の「かけはし」をお届けします。
さて、本号では、戸籍法改正に伴う氏名のフリガナ変更・訂正、国民年金事務の窓口相談時に

おける留意点、多言語通訳サービスの利用、令和７年度「わたしと年金」エッセイ募集などにつ
いて掲載しています。
また、障害年金講座のテーマは、「20歳前障害基礎年金の所得審査」です。
ぜひ日々の業務にお役立てください。

市区町村向け情報誌 発行編集責任者
事業推進統括部 田谷 和之
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記号の区分

■（定例）…毎年定例の実施分 ●（単発）…今回限りの単発実施分 ▲（新規）…新規の実施分
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平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
日本年金機構において、令和７年６月から令和７年９月に実施を予定している取組事業や各種

発送物の送付時期について、下記のとおりお知らせいたします。
※ なお、日程が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 統合通知書（年金振込通知書・年金額改定通知書）の送付

令和７年７月

■ 年金生活者支援給付金統合通知書（給付金振込通知書・給付金額改定通知書）の送付

▲ 年金請求書受付時において公金受取口座への登録意思に係る確認事務を開始

令和７年６月

■ 年金生活者支援給付金受給者等の令和６年所得情報等の日本年金機構への回付

機構からの連絡

機構からの連絡

各種取組事業のスケジュールについて

July2025＜Vol.95＞

令和７年９月

■ 令和６年所得情報等を基に年金生活者支援給付金の受給資格判定および支給該当者に
対する請求書（はがき型）の送付

（定例）

（新規）

（定例）

（定例）



［戸籍法改正関係］氏名のフリガナを変更する場合の年金に関するお願い
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○戸籍法等の一部改正に伴い、年金受給者が本籍地の市区町村から通知
された氏名のフリガナを変更・訂正した場合、年金の振込に影響する
可能性があります。

♦年金受給者にご案内いただきたいこと

○市区町村から通知された氏名のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガ
ナと相違する場合、年金記録の氏名のフリガナも変更されます。

○変更後の年金記録の氏名のフリガナが年金の受取先金融機関の口座名義（フリガナ）と相違
している場合は、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

○このため、年金記録の氏名のフリガナが変更された方には、日本年金機構から「氏名変更の
お知らせ」をお送りしますので、「氏名変更のお知らせ」が届いてから※、次回の年金支払
日までに年金の受取先金融機関の口座名義（フリガナ）の変更手続きをしていただくようご
案内をお願いします。

♦日本年金機構ホームページ（特設ページ）掲載先

○日本年金機構ホームページ（特設ページ）では氏名のフリガナを変更する方へ、年金に関する
お願い等を案内しています。また、「氏名変更のお知らせ」の見本や周知用チラシ（PDFファ
イル）を掲載していますので周知・広報等にぜひご活用ください。

○年金受給者から氏名のフリガナの届出があった場合は、日本年金機構
からお配りしている周知用チラシ「年金受給者のみなさまへ」を配付
いただき、以下の留意点をお伝えいただくようお願いします。

※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義（フリガナ）の変更手続きを
行うと、年金記録の氏名のフリガナの変更が間に合わず、次回の年金支払いが一時的に止まること
があります。年金の支払いが一時的に止まってしまった場合は、お近くの年金事務所までお問い合
わせいただくようご案内をお願いします。

＜日本年金機構ホームページ（特設ページ直リンク）＞
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html

＜周知用チラシ＞

大切なお知らせ 新着情報

令和7年5月26日
［戸籍法改正関係］氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い

［戸籍法改正関係］氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い

「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ（年金に関するお願い）」
をご確認ください。

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ（年金に関するお願い）

年金受給者の方
：

参考

参考
年金受給者のみなさまへ（市区町村戸籍担当窓口用）（PDF)

周知用チラシ

年金受給者の方

※「氏名変更のお知らせ」は「氏名変更のお知らせ（見本）」をご確認ください。
：

氏名変更のお知らせ
（見本）

＜特設ページ＞



国民年金法施行規則の改正に伴い年金請求書の様式を変更しました
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令和7年6月１日に厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省
令が施行されました。国民年金法施行規則の改正に伴い、老齢年金請求書、障害年金請求書、
遺族年金請求書および寡婦年金請求書について以下のとおり様式を変更しました。
１．様式変更の対象帳票

令和7年6月から様式変更を行った帳票は以下のとおりです。

様式番号 帳票名

101 年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）

107 年金請求書（国民年金障害基礎年金）

108 年金請求書（国民年金遺族基礎年金）

109 年金請求書（国民年金寡婦年金）

110 年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（別紙）

２．年金請求書の主な変更点と留意事項
（１）記載事項の簡略化

省令改正に伴い、請求者の他の年金の受給状況、配偶者の公的年金等の受給状況、
特別一時金の受給状況等に係る記載を不要としました。

（２）記載事項の改善
① 合算対象期間に係る記載欄

年金制度の未加入期間を記入する形式から、合算対象期間に係る事項を申出する
形式に変更しました。
② その他の記載欄

障害年金に係る傷病の記載欄や加算額の対象となる子の記載欄等について見直し
ました。
また、年金請求書の子の欄に記入しきれない子を記入する様式として「加給年金

額または子の加算額に係る別紙様式」を新設しました。
（３）年金受取口座欄の変更

年金請求手続きにおいて年金受取口座を公金受取口座に登録することが可能となる
ことに伴い、年金受取口座欄を変更しました。新設する公金受取口座の登録意思欄
については、公金受取口座の利用意思欄で「２ 利用しない（または未登録）」を選
択した方に記載いただくよう案内をお願いします。

（４）障害年金に係る障害給付請求事由確認書の年金請求書への一体化
障害年金の認定日による請求と事後重症による請求をあわせて行う際に年金請求書
に添付することとされている障害給付請求事由確認書について、年金請求書の記載
事項とすることで一体化しました。変更後の様式を受付する場合は障害給付請求事
由確認書に代えて、事後重症請求に関する確認事項欄の該当する項目に記載するよ
う案内をお願いします。

３．変更前の様式の取り扱いについて
様式変更前の年金請求書が提出された場合は、引き続き受付して差し支えありません。



◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）

July2025＜Vol.95＞

5
5



◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金障害基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金障害基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金障害基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金障害基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金寡婦年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金寡婦年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金寡婦年金）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（別紙）（令和7年６月～）
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◆年金請求書（国民年金遺族基礎年金）（別紙）（令和7年６月～）
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◆加給年金額または子の加算額に係る別紙様式
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特別徴収事務ご担当者様へ

July2025＜Vol.95＞

介護保険料等の特別徴収事務において注意していただきたい事項をまとめています。特別徴
収における各種通知が、日本年金機構へ正しく送信されないことにより、正常に処理ができな
いという事態を避けるために担当課へ必ず回覧ください。

特別徴収依頼通知等の情報交換において注意していただきたいこと

特別徴収依頼通知等の情報交換において、下記の事例のように日本年金機構（以下、機構
という。）に特別徴収依頼通知等を送信できていなかった・誤った特別徴収依頼通知等を送
信してしまったといったご相談をいただきます。

送信時の作業手順の誤り等により、国民健康保険連合会・地方税共同機構
（以下、経由機関という。）に特別徴収依頼通知等を送信できなかったため、
機構に特別徴収依頼通知等が送信されなかった。

経由機関に、特別徴収依頼通知等を送信したが、送信結果の確認を失念し、
送信エラーとなっていることに気付かず、結果として特別徴収依頼通知等が
機構に送信されなかった。

特別徴収依頼通知等の作成を委託していた委託先の業者のミスにより、誤っ
た特別徴収依頼通知等を経由機関に送信した結果、誤った特別徴収依頼通知等
が機構に送信された。

事例１

事例２

事例３

上記の事例のように、特別徴収依頼通知等の送信を漏らしてしまったり、誤った特別徴
収依頼通知等を送信してしまうと、特別徴収が行えない・正しい額を特別徴収できない・
特別徴収を止めなければならないのに止められない等、特別徴収事務ご担当者様はもちろ
んのこと、住民の方々にも負担になりますので、特別徴収依頼通知等の送信漏れや送信誤
りにご注意ください。

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
今回、過去の事例を踏まえた特別徴収依頼通知（年次）及び各種異動通知（月次）（以下、特

別徴収依頼通知等という。）の情報交換における留意事項をご紹介いたしますので、特別徴収事
務において、ご活用いただきますようお願いいたします。また、2025年５月発行の「かけはし第
94号」にも特別徴収に関する内容を掲載しておりますのであわせてご活用ください。
なお、掲載している事例はあくまで一部のものとなります。特別徴収依頼通知等を作成いただ

く際は、必ず情報交換媒体作成における仕様書等をご確認いただくようにお願いします。

なかでも、特別徴収依頼通知（年次）の情報交換は、１年間の特別徴収の実施の可否や
徴収金額をお知らせいただく大変重要な通知となります。細心の注意を払い、特別徴収依
頼通知（年次）の作成及び送信を行っていただきますようお願いいたします。

特別徴収依頼通知（年次）の送信漏れ等により、機構において特別徴収依頼通知が収録
できなかった場合、当該年度の特別徴収を行うことができず、普通徴収で対応いただくこ
とになります。

1. 特別徴収依頼通知等の送信漏れや送信誤り

28
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「特別徴収税額等変更通知（63-01)」を作成する際、各種金額欄の設定方法が適切では
ない（変更前の支払回数割特別徴収額を設定するべきところ、“0”を設定している等）た
め、機構で処理を行う際にエラーとなり、特別徴収額が変更できないケースが見受けられ
ます。各種金額欄の設定について、媒体仕様書の内容を再度確認いただきますようお願い
いたします。

① 「41-01(死亡による停止）」を機構に通知すると、公的年金からの特別徴収が停止
になるとともに、年金の支払いも停止となります。誤って通知した場合、お客様への
影響が大きいため、通知を作成する際は十分ご注意ください。

② 他市区町村に転出後、転出元市区町村から「41-02(転出による停止)」が通知されて
いない場合、転出元の市区町村で特別徴収が継続されるだけでなく、転出先市区町村
から通知される「特別徴収追加依頼通知（31-02)」がエラーとなり、転出先の市区町
村で特別徴収が行えなくなりますので、通知の作成漏れがないよう十分ご注意くださ
い。

③ 資格喪失等通知を作成する際、各種年月日欄（事実発生日）の日付が、作成年月日欄
の日付より後の日付になっている場合、機構で処理する際にエラーとなり、特別徴収
が継続されますので、各種年月日欄に作成年月日欄の日付より後の日付を設定しない
ようご注意ください。

④ 個人住民税の「41-02（転出による停止）」を作成する際、停止年月欄に翌年度４月
を設定するようお願いいたします。停止年月欄に翌年度４月以外が設定されている場
合、機構で処理を行う際にエラーとなり、特別徴収が継続されますので、ご注意くだ
さい。また、通知を送付する場合は、２月の情報交換に間に合うように経由機関に送
信いただきますようお願いします。

（1）特別徴収を止めたいとき

（2）仮徴収額を変更したいとき

「仮徴収額変更依頼通知（61-00)」を作成する際、各種金額欄の金額1に変更後仮徴収額
を設定し、金額２及び金額３には全桁“0”を設定する必要がありますが、金額１にも“0”
が設定されているケースが見受けられます。金額１に誤って”0”を設定することがないよ
うご注意ください。

（3）特別徴収税額等を変更したいとき

（次頁に続く）

2. 特別徴収依頼通知等の作成誤り
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介護保険料等の特別徴収にかかるお問合せ先

【市区町村様からのお問合せ先】
日本年金機構 特定事業部 年金支払調整グループ（03-5344-1100（代表））

【年金受給権者様からのお問合せ先】
お近くの年金事務所または、ねんきんダイヤル（0570-05-1165）

（4）住所地特例対象者を通知するとき

① 市区町村から、機構に「81-01(住所地特例該当通知)」を通知したにも関わらず、
年次の特別徴収対象者情報が送付されてこないとの照会を多くいただきます。
「81-01(住所地特例該当通知)」は、毎年４月から翌年３月の期間に機構に通知され
た場合、翌年度の年次の対象者抽出処理の際に反映されます。
※機構における年次の対象者抽出処理は、毎年４月に行われますが、４月に通知さ
れた「81-01(住所地特例該当通知)」は５月に機構で処理が行われますので、４月に
「81-01(住所地特例該当通知)」を通知いただいた者については、翌年度に住所地特
例対象者として特別徴収対象者情報を作成することとなります。

② 年度の途中で特別徴収を中止した場合は、住所地特例も解除され、翌年度の年次の
特別徴収対象者情報が、住所地特例解除前の市区町村に通知されないことに注意し
てください。
この場合、機構が年次の特別徴収対象者情報を作成する時期までに、「81-01(住所
地特例該当通知)」をあらためて通知してください。この通知を受けて、機構が翌年
度から、住所地特例対象者として特別徴収対象者情報を市区町村に送付します。

③ 住所地特例対象者として特別徴収を行っている方が、改めて特別徴収を行っている
市区町村に住民登録が行われると、機構から特別徴収追加候補者情報「30-02（住所
変更者）」を送付します。
このとき、既に介護保険料のみ特別徴収を行っている方について、新たに国民健康
保険料（税）または後期高齢者医療保険料の特別徴収を開始しようとする場合には、
特別徴収継続中の介護保険料についても「31-01（対象者）」として特別徴収追加
依頼通知をお願いいたします。
特別徴収継続中であることを理由として、介護保険料を「31-03（非対象者）」で
通知すると、特別徴収開始依頼通知が経由機関においてエラーとなり、国民健康保
険料（税）または後期高齢者医療保険料の特別徴収が行えませんのでご注意くださ
い。
※「31-01（対象者）」通知に対して、介護保険料の特別徴収追加依頼処理結果通知
は「31-51（相関性エラー）」となりますが、介護保険料の特別徴収は継続されます。
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現金で国民年金保険料を納付している方へ、口座振替及びクレジットカード納付の
利便性や前納制度による割引等を周知し、利用促進に向けた勧奨を行います。

国民年金保険料の口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います

31
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対象者
口座振替納付及びクレジットカード納付を利用していない方のうち、下記要件のいず

れにも該当する方（※）
1. 令和5年５月分から令和7年4月分に未納がない方
2. 令和7年４月分が定額納付済の方（前納でない方）
※ 令和7年６月中旬に対象者を抽出しています。
※ 令和7年4月分以降が前納済の方は、令和8年１月に勧奨を予定しています。

発送日
令和7年８月上旬（予定）

発送物
 国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法(※)
 国民年金保険料クレジットカード納付申出書(※)
 勧奨用リーフレット
（勧奨用リーフレットの例は、本誌32頁～33頁をご覧ください。）

 返信用封筒
※「国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法」及び「国民年金保険料ク
レジットカード納付申出書」は、被保険者の基礎年金番号、生年月日及び住所が印
字されたものを送付します。

※口座振替については、マイナポータルを経由し「ねんきんネット」による口座振替
申出の手続きが可能です。（一部金融機関では対応していません。詳しくは日本年
金機構ホームページをご確認ください。）

日本年金機構ホームページへの記載
令和7年８月に、日本年金機構ホームページの「大切なお知らせ」に掲載予定です。

留意事項

令和７年６月中旬の情報をもとに送付するため、すでに口座振替やクレジットカー
ド納付をお申込みいただいている方や、国民年金第１号被保険者ではなくなった方に
もお知らせが届く場合がありますので、ご留意願います。



勧奨用リーフレット（おもて面）
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勧奨用リーフレット（うら面）
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日本年金機構では、組織全体として同じ品質でお客様サービスを行うため、お客様対応時
に確認する必要がある事項をまとめ、日頃から研修等で周知を行っています。
今般、説明誤りや説明漏れが生じやすい主な事案をまとめましたので、参考にしていただ

き、引き続き、適切な業務運営にご協力をよろしくお願いいたします。

国民年金事務の窓口相談時における留意点

34
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付加保険料納付申出制度（厚生年金保険、共済組合等加入者を除く）

付加保険料を上乗せして納めることで、「老齢基礎年金額の増額」ができます。

付加保険料申出制度は遡って手続きができないため、お客様が窓口に来訪した際
は以下の項目を確認し、説明を行っていただくようお願いいたします。

〇 国民年金資格を取得する場合、付加保険料の納付を希望していないか
〇 iDeCo（個人型確定拠出年金）と同時に付加保険料を納付する場合、

iDeCoの掛金が月額67,000円を超えていないか
（iDeCoの掛金と付加保険料を合わせて月額68,000円が限度）

〇 国民年金基金に加入している場合、付加保険料の納付申出ができない
〇 農業者年金に加入している場合、付加保険料の納付該当届が必須

任意加入制度（厚生年金保険、共済組合等加入者を除く）

任意加入を行い、国民年金保険料を納付することで、「老齢基礎年金額の増額」や
「受給資格を満たすこと」ができます。

以下に該当する場合、手続きが必要になりますので、お客様の意向や年金記録を
確認し、任意加入制度の説明を行っていただくようお願いいたします。

〇 60歳以降、年金額増額のために国民年金保険料納付を希望する場合
〇 海外転出後も国民年金保険料の納付を希望している場合
（任意加入者が帰国した場合、任意加入の喪失手続きが必要となります。）



市区町村における多言語通訳サービスの利用について
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日本年金機構では、外国人のお客様からの相談に円滑かつ適切に対応するため、平成２９
年１０月に多言語通訳サービスによる電話相談を開始し、令和２年１０月から本サービスの
利用範囲を市区町村まで拡大しました。
市区町村職員の皆様が、国民年金業務にかかる相談で窓口に来訪された外国人のお客様を

対応する際、日本年金機構が提供する電話による多言語通訳サービスをご利用いただけます。

サービス内容

対応言語 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、
ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、ミャンマー語

利用時間

【英語のみ】 月曜日（週の第１営業日） 8：30～19：00
火曜日から金曜日 8：30～17：15
第２土曜日 9：30～16：00

※土日、祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日は
通訳サービスを利用できません。

【英語以外】 月曜日から金曜日 8：30～17：15
※土日、祝日、１２月２９日～１月３日は通訳サービスを利用
できません。

利用申込済
市区町村数 ７２３市区町村（令和７年４月１日時点）

利用申込方法 多言語通訳サービスの利用を希望される場合は、管轄の年金事務所
の国民年金課へお問い合わせください。

【通訳サービス利用イメージ】

利用シーン：外国人のお客様が市区町村窓口（国民年金業務）に来訪

①質問（外国語） ③回答（日本語）

受話器の受け渡しによる相談

外国人のお客様 市区町村職員

通訳サービスセンター
オペレーター

②質問を翻訳して
職員に伝達

④回答を翻訳して
お客様に伝達



「わたしと年金」エッセイの募集に
あたっては、ポスターやリーフレッ
トを用意しています。

募集期間中のポスターの掲示やリー
フレットの設置につきまして、
ご理解とご協力をお願いします。

令和７年度「わたしと年金」エッセイの募集周知をお願いします！

日本年金機構では、市（区）役所または町村役場をはじめ関係機関・関係団体の協力の
もと、地域に根ざした公的年金制度の周知・啓発活動（地域年金展開事業）を積極的に実
施しているところです。

その一環として、広く国民の皆さまに公的年金制度との関わりを考えていただくよう、
応募者ご自身やご家族との公的年金制度の関わり、公的年金の大切さなどをテーマに、
「わたしと年金」エッセイを募集しています。

応募作品の中から優れた作品については、厚生労働大臣賞、日本年金機構理事長賞、そ
の他各賞を選定し、受賞者の方に表彰状の授与や記念品を贈呈するほか、作品を日本年金
機構ホームページへ掲載します。

ぜひ、住民の皆さまへの周知をお願いいたします。
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■主催：日本年金機構■
後援：厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会

■応募資格■
中学生以上の方

■応募締切■
令和７年９月８日（月）当日消印有効

■提出先■
〒１６８ー８５０５ 東京都杉並区高井戸西３－５－２４
日本年金機構 事業推進統括部 管理・市区町村調整グループ「わたしと年金」担当

■賞■
厚生労働大臣賞、日本年金機構理事長賞、優秀賞、入選
（表彰状の授与並びに記念品を贈呈します。）

※ 応募要項や過去の受賞作品等、詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。



「わたしと年金」エッセイアニメーション動画のご案内

「わたしと年金」エッセイの受賞作品をアニメーション化し、日本年金機構ホームページに掲載し
ています。年金について学生の方や現役世代の方の体験談のエッセイを動画としていますので、ぜ
ひご覧ください。
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①パソコンの場合
日本年金機構のホームページよりご視聴ください。

https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkin-essay/index.html

②スマートフォンの場合
右の二次元コードを読み取り、ご視聴ください。

（上記の日本年金機構ホームページからもご視聴いただけます。）

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画特設案内ページ▶
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/animation.html

動
画
の
視
聴
方
法

令和２年度厚生労働大臣 受賞作品

■あらすじ■
わたしは大学時代に事故で足を切断してしまったが、母親が

学生納付特例の手続きをしていたことで、障害年金を受給する
ことができた。
その後、市役所の年金担当として勤務するようになったわた

しは...

令和４年度厚生労働大臣 受賞作品

■あらすじ■
わたしの父は闘病生活を送っており、仕事を続けていく

ことが困難となる。その結果、わたしの家庭は経済的に困窮し
ていったが、父が障害年金3級を受給したことで、兄の学費を
支払うことができた。
しかしその後父は亡くなり、わたしの家庭はより経済的に困

窮してしまうようになるが...

「わたしと年金」エッセイ
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46 障害年金講座
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平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務での注

意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。
毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

今回のテーマは 20歳前障害基礎年金の所得審査 です

かけはし第78号（令和４年１１月）、第92号（令和７年１月）におきましても同様のテーマを掲
載しておりますが、照会が多く寄せられているテーマですので、追加事項を含め再度掲載します。
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１ 所得による制限
支給停止となる前年所得

20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、本人の前年所得が政令で定められた
金額（下表参照）を超えた場合は、その年の10月から翌年９月分まで（※）の1年間の支給
が全額または2分の1停止されます。
（※）令和３年度より。

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人

所得制限
限度額

２分の１停止 3,704,000 4,084,000 4,464,000 4,844,000 5,224,000

全額停止 4,721,000 5,101,000 5,481,000 5,861,000 6,241,000

【政令で定められた金額（令和６年度）】 （単位：円）

20歳前障害基礎年金受給者については、12月の定期支払に向けて所得審査を行います。
所得審査の結果に基づき政令で定められた金額を超えた場合、12月定期支払から翌年10月
定期支払（10月から翌年９月分）までの１年間、全額または2分の1停止されます。
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２ 新規請求時に必要な書類

20歳前障害基礎年金の新規請求時においては、所得証明書や非課税証明書等の前年所得が確認で
きる書類が必要となりますが、平成29年度以降は情報連携により所得情報を取得することが可能と
なっています。これにより、情報連携が可能な直近５年分の所得情報が確認できる範囲の、５年以
上遡及しない新規請求においては、所得証明書等の書類の添付を省略することができます。
５年以上遡及して請求する場合に必要な所得証明書等の年度は、以下の早見表のとおりです。

添付が必要な所得証明書等の早見表
◆ 令和７年７月時点で、令和３年度以降については情報連携により所得情報を取得することが可能です。

◆ 障害認定日請求の場合は、認定日の属する月の翌月を見てください。

◆ 事後重症請求の場合は、請求日の属する月の翌月を見てください。

R7.5 R7.6 R7.7 R7.8

R6.8 R6.9

令和６年度
（R5年中収入）

R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2

R8.6 R8.7 R8.8 R8.9

R7.9

令和７年度
（R6年中収入）

R7.10 R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3 R8.4 R8.5

R7.3 R7.4

令和４年度
（R3年中収入）

R4.10 R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.9

令和５年度
（R4年中収入）

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5

R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8

R6.6 R6.7

R3.9

令和３年度
（R2年中収入）

R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5

R3.3 R3.4 R3.5 R3.6 R3.7 R3.8

R4.6 R4.7 R4.8 R4.9

令和２年度
（R1年中収入）

R2.8 R2.9 R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2

R1.12 R2.1 R2.2

H31.3 H31.4 R1.5 R1.6 R1.7

令和１年度
（H30年中収入）

R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R2.6 R2.7R2.3 R2.4 R2.5

平成30年度
（H29年中収入）

H30.8 H30.9 H30.10H30.11H30.12 H31.1 H31.2

H29.12 H30.1 H30.2

H29.3 H29.4 H29.5 H29.6 H29.7

平成29年度
（H28年中収入）

H29.8 H29.9 H29.10H29.11 H30.6 H30.7H30.3 H30.4 H30.5

平成28年度
（H27年中収入）

H28.8 H28.9 H28.10H28.11H28.12 H29.1 H29.2

H27.12 H28.1 H28.2

所 得 年 度

平成27年度
（H26年中収入）

H27.8 H27.9 H27.10H27.11 H28.6 H28.7H28.3 H28.4 H28.5
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① 支分権（※）が時効消滅していない期間
所得証明書の添付が必要です。所得証明書が添付出来ない場合は、 所得証明書に代えて「本人

の申立書」の添付が必要です。「本人の申立書」は所得証明書が添付できない理由と、年度ごと
の所得額（または収入額）の両方の記載が必要です。

Point 情報連携で所得情報が確認できない場合

② 支分権（※）が時効消滅している期間
所得証明書に代えて「本人の申立書」が必要です。「本人の申立書」は年度ごとの所得額（また

は収入額）の記載が必要です。
（ただし所得証明書の添付が可能な場合は所得証明書でも可。この場合申立書は不要。）

（※）基本権に基づき支払期月ごとに支払われる支給を受ける権利。支分権の時効の起算日は、
各支払期月の翌月初日。

（例：平成30年8月分は平成30年10月15日支払。時効の起算日は平成30年11月1日。）

所得証明書

添付できない場合は・・

申立書

・所得証明書が添付できない理由

・年度ごとの所得額（または収入額）
両方を記載

所得証明書

に代えて・・・

申立書

・年度ごとの所得額（または収入額）
を記載
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【新規請求】
令和7年7月2日に20歳前障害基礎年金を、認定日が平成30年7
月の認定日請求を遡及して行う場合、何年度の所得証明書を提
出すればよいですか？

～こんなときどうする？～

＜ 答え ＞
平成30年度は申立書（所得額を記載）、令和元年度と令和2年度は所得証
明書または申立書（所得証明書が添付できない理由と所得額の両方を記
載）が必要です。

＜ 解説 ＞
早見表から、認定日の平成30年7月の翌月は平成30年８月なので、平成30
年度以降の所得情報が必要と分かります。
次に支分権が時効消滅している期間を確認します。請求月の令和7年7月か
ら5年前、令和2年5月分の支払いは令和2年6月のため、支分権の消滅時効
の起算日は令和2年7月1日（支払月の翌月初日）、時効満了は起算日から5
年後の令和7年6月30日です。請求日は令和7年7月2日であることから、平
成30年8月分から令和2年5月分が時効消滅期間となります。支分権が時効
消滅している平成30年度は所得証明書に代えて申立書の添付で構いません。
令和2年6月分以降は時効消滅していないため、令和元年度と令和２年度は
所得証明書または申立書が必要となります。
令和3年度以降については、情報連携により所得情報の確認が可能なため提
出不要です。

～イメージ～

　
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

R2.5月分 R2.6月分

情報連携期間

H30.7受発 R7.7.2請求
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市区町村広報紙の原稿にご利用ください！

●対象となる方
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第一号被保険者です。

●国民年金保険料の納付が免除される期間
申請された場合は、国民年金保険料が一定期間※免除されます。
※単胎の方：出産予定月（または出産月）の前月から4か月分。
多胎の方：出産予定月（または出産月）の3か月前から6か月分。

●申請をするタイミング
出産予定日の6か月前から申請できます。出産後の申請はいつでもできます。

●すでに該当期間分の保険料を納付している場合
申請された場合は、該当期間分の保険料を後日お返しします。該当期間分の保険料に

ついて免除・納付猶予を受けている場合も、将来受け取れる年金額が多くなるので、必
ず産前産後免除の申請をしてください。

●マイナポータルを利用した電子申請で簡単に手続きができます
マイナポータルを利用した電子申請で24時間365日、簡単に産前産後期間の免除申請

ができます。マイナンバーカードとその受け取り時に設定したパスワードをご準備いた
だき、マイナポータルの利用者登録をしてください。利用者登録が完了すると、申請手
続きができます。

＜産前産後期間の国民年金保険料が免除になります＞

＜マイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請について＞

国民年金の下記の手続きは、マイナポータルを利用して電子申請ができます。
詳細は、日本年金機構のHPをご覧ください。

電子申請可能な申請書等
・国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出
・付加保険料納付（辞退）の申出
・付加保険料納付該当（非該当）の届出
・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・学生納付特例申請
・産前産後免除該当の届出
・口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）の申出
・口座振替辞退の申出
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＜退職などにより保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度をご利用ください＞

●知っていますか？国民年金保険料の免除制度
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めるこ

とが難しくなることもあります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といっ

た不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることが
できない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納

付猶予」される制度があります。

【免除（全額免除・一部免除）制度】
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額また
は一部の納付が免除されます。

【納付猶予制度】
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料

の納付が猶予されます。

●退職（失業等）により納付が困難な方は、特例免除を申請できます
所得の審査対象となる退職（失業等）された方の前年所得をゼロとして審査します。
失業の事実が確認できる証明書類の写し（雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資

格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など）を添
付してください。
なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認で

きる証明書類を添付をしたことがある場合は、あらためて添付をする必要はありませ
ん。

●令和７年度分の免除・納付猶予制度の申請時期について
令和7年度分（令和7年7月分～令和８年6月分）の保険料の免除・納付猶予の申請は、

令和7年7月1日から申請可能です。

●マイナポータルを利用した電子申請で簡単に手続きができます
マイナポータルを利用した電子申請で24時間365日、どこからでも簡単に保険料の

免除・納付猶予の申請ができます。マイナンバーカードとその受け取り時に設定した
パスワードをご準備いただき、マイナポータルの利用者登録をしてください。利用者
登録が完了すると、申請手続きができます。
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より見やすい誌面にしようと、今号よりレイアウトの見直しを行いました。旧レイアウト
に比べてシンプルなデザインになりましたが、いかがでしょうか。
皆さまの業務にご活用いただけるよう、引き続き努めてまいりたいと思います。皆さまの

ご意見・ご要望もいただければ幸いです。本格的な夏が到来します。皆さまがこの夏を元気
に乗り切れますよう願っております。
今後とも「かけはし」をどうぞよろしくお願いいたします。

日本年金機構 事業推進統括部 管理・市区町村調整G


